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事業所母集団データベース研究会（第19回）議事概要 

 

１ 日 時： 令和５年１月26日（木）10:00 ～ 11:18 

 

２ 場 所： Web会議による開催 

 

３ 議 題： (1) 事業所母集団データベースの更なる整備・充実に向けた検討 

(2) その他 

 

４ 出席者：（構成員）廣松座長、菅委員、宮川委員、宮内委員 

（審議協力者）鈴木督久（株式会社日経リサーチ シニアエグゼクティブフェロー） 

       守谷敦子（経済産業省大臣官房調査統計グループ統計企画室長） 

（統計局）調査企画課長、事業所情報管理課長（併）経済統計課長 

（政策統括官（統計制度担当）付）統計企画管理官付企画官 

（統計センター）共同利用システム課長、経済統計編成課長、企業調査支援課長 

 

５ 議事概要 

事務局より資料に基づき説明を行った後、意見交換。概要については以下のとおり。 

(1) 事業所母集団データベースの更なる整備・充実に向けた検討 

・ 基礎調査を実施しない年は照会業務を実施し、基礎調査を実施する年は照会業務を実施しない

という認識でよいか。また照会業務は対象数が多いが、ローテーション等により実施する予定か。 

⇒ 活動調査を実施しない中間年４年のうち基礎調査を１年実施し、それ以外の３年は約26万

の全企業を対象に照会業務を実施する。 

 

・ 経済センサス-基礎調査試験調査の結果をみると、単独事業所企業よりも複数事業所企業のほ

うが郵送回答の割合が若干高いが、何か要因として考えられることはあるか。 

⇒ 複数事業所企業は対象数が少ないため両者の傾向はほぼ同一と考えるが、法人の規模に応じ

た社内手続き等の影響も推察される。 

 

・ 照会業務を実施する際の作業員数はどの程度か。 

⇒ 具体的な人数は不明だが、民間事業者を活用し、統計センターの協力も得つつ実施予定であ

る。 

 

・ 経済構造実態調査の対象と照会業務の対象の関係は。 

⇒ 経済構造実態調査の対象のうち、複数事業所企業が照会業務の対象となっている。 

・ 企業全体に関する事項について、経済構造実態調査と照会業務で重複して確認するのか。 

⇒ 同一内容を重複して確認することがないよう、マスキング等で対応する。 

 

・ 照会業務で得られた結果について、事業所母集団データベースの更新以外に結果表の公表等を

考えているか。 

⇒ 統計法第27条に基づく照会業務は、事業所母集団データベースの整備を目的として実施さ

れるものであるため、照会結果の公表を行うものではないが、母集団情報全体を活用した統計

の作成については、経済構造実態調査等との関係も踏まえて検討中である。 
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・ 経済構造実態調査や経済センサス等で毎年得られた情報をできるだけ早く事業所母集団データ

ベースに反映した上で、次回の調査名簿に活用するリアルタイム性が重要。 

・ 企業調査において、調査票の名称欄に「～本社」等、事業所名が記載された場合、回答値が事

業所のものになってしまうリスクがある。名簿整備の際に留意が必要。 

・ （経済構造実態調査の）事業所調査票に企業名の記入欄があると、法人番号等の内容審査の際

に有用。 

・ 廃業登記をしない等、事実上経済活動を実施していない企業等は調査の対象外とできるよう、

合併・存続・消滅等の複雑な事象に対する運用ルールを確立することが必要。 

 

・ 経済センサス-基礎調査試験調査の依頼状には、スマートフォンからアクセス可能なＱＲコー

ドが記載されているが、ＰＣ等を使わずスマートフォンだけで回答を完結することが可能か。 

⇒ 可能である。個人経営の事業所などではＰＣを有していないケースも想定されるため、利便

性が高まるものと考える。 

 

・ 客体からコールセンター等に寄せられた質問等に関するＦＡＱを充実することは、調査客体と

調査実施者のコミュニケーションの円滑化や事務負担の軽減に重要。ＦＡＱの整備予定はあるか。 

⇒ 現在、ＦＡＱを作成中であり、充実したものにしたいと考えている。 

 

・ 調査客体によってオンライン環境は様々であることを踏まえ、オンライン調査の促進に向けて

必要な対応がとれる体制を整えてほしい。 

 

(2) その他 

・ 事業所母集団データベースと法人企業統計の法人数の相違について分析報告が出たことは評価。

外部からの意見等があれば本研究会で議論を継続したい。 

 

・ 経済センサス-基礎調査試験調査の集計結果を提示いただいたが、さらに深掘りした属性別の

分析等を実施しているか。 

⇒ 基礎調査でのオンライン回答の促進に繋げられるよう、産業分類別のオンライン回答率など

の分析も実施している。 

 

・ 照会業務の結果について、事業所数や売上高等、レジスター統計として地方公共団体に提供す

ることは県民経済計算の推計に資する。今後の提供の方向性如何。 

⇒ レジスター統計の在り方について検討中。方向性が固まり次第ご報告したい。 

 

 

以上 


